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報告第１号

議案に対する意見について

知事から意見を求められた下記議案について、緊急を要するため、青森

県教育委員会の事務の委任等に関する規則第４条第１項の規定に基づき、

教育長において臨時に代理し、原案に同意したので、ここに報告します。

記

１ 令和５年度青森県一般会計補正予算（第６号）案（教育委員会所管分）

－1－



議案第１号

青森県学校教育情報化推進計画について

文部科学省が令和４年１２月に策定した学校教育情報化推進計画

を踏まえ、学校教育の情報化の推進に関する法律第９条の規定に基

づき、本県における学校教育の情報化の推進に関する施策に係る計

画について、別紙「青森県学校教育情報化推進計画」のとおり定める。
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議案第２号

学校部活動及び新たな地域クラブ活動の指針について

スポーツ庁及び文化庁が令和４年１２月に策定した「学校部活動及び

新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」及び

本県の実情を踏まえ、「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の指針」を

別紙のとおり定める。
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議案第３号

青森県文化財保護審議会委員の人事について

青森県文化財保護審議会委員の人事を次のとおり行う。

斎 藤 政 人

佐々木 あすか

山 田 泰 子

上 條 信 彦

瀧 本 壽 史

藤 田 俊 雄

下 田 雄 次

葉 山 茂

村 中 健 大

兵 藤 勝 幸

岡 田 あゆみ

山 岸 洋 貴

小 形 浩 子

青森県文化財保護審議会委員を委嘱する

岡 田 俊 治

岡 田 康 博

青森県文化財保護審議会委員に任命する

任期は令和６年４月９日から令和８年４月８日までとする

令和６年３月２５日

青森県教育委員会
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議案第４号

障害に関する用語の表記の整理に関する規則案

について

１ 提案理由

「障害」の表記を用いる規則について、「障害」を「障がい」表

記に改めるものとし、所要の整理等を行うため提案するものであ

る。

２ 概要

今般、知事部局において、当事者等関係者の意見を踏まえ、条

例等（条例、規則、訓令及び告示）における「障害」表記を「障

がい」表記に改めることから、教育委員会においても、知事部局

の改正方針に準じて、関係規則について所要の整理等を行うもの

である。

３ 改正案及び新旧対照表

別紙のとおり

４ 施行期日

令和６年４月１日から施行する。

－5－



障害に関する用語の表記の整理に関する規則案

障害に関する用語の表記の整理に関する規則を次のように定める。

障害に関する用語の表記の整理に関する規則

（青森県立郷土館規則の一部改正）

第一条 青森県立郷土館規則（昭和四十八年三月青森県教育委員会規則第八号）の一

部を次のように改正する。

第十二条第一項第四号中「当該障害者」を「当該障がい者」に改め、同項第五号

中「療育手帳の交付を受けている知的障害者」を「知事が交付する療育手帳（他の

地方公共団体の長が交付するものを含む。）の交付を受けている者」に、「当該障

害者」を「当該障がい者」に改める。

（青森県教育支援委員会の設置等に関する規則の一部改正）

第二条 青森県教育支援委員会の設置等に関する規則（昭和四十九年七月青森県教育

委員会規則第六号）の一部を次のように改正する。

第一条中「障害」を「障がい」に改める。

（青森県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則の一部改

正）

第三条 青森県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則（昭

和五十年三月青森県教育委員会規則第一号）の一部を次のように改正する。

第九条第二項中「心身障害」を「心身障がい」に改める。

（青森県営スケート場規則及び青森県武道館規則の一部改正）

第四条 次に掲げる規則の規定中「療育手帳の交付を受けている知的障害者」を「知

事が交付する療育手帳（他の地方公共団体の長が交付するものを含む。）の交付を

受けている者」に改める。

一 青森県営スケート場規則（昭和六十年十月青森県教育委員会規則第八号）第四

条第三号

二 青森県武道館規則（平成十二年四月青森県教育委員会規則第二十八号）第五条

第三号

附 則
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この規則は、令和六年四月一日から施行する。
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青森県立郷土館規則 新旧対照表

下線部は改正部分

改 正 後 改 正 前

（使用料の免除） （使用料の免除）

第十二条 （略） 第十二条 （略）

一～三 （略） 一～三 （略）

四 身体障害者福祉法（昭和二十四年法律第二百八 四 身体障害者福祉法（昭和二十四年法律第二百八

十三号）による身体障害者手帳の交付を受けてい 十三号）による身体障害者手帳の交付を受けてい

る者及びその付添人が観覧するとき（免除する付 る者及びその付添人が観覧するとき（免除する付

、 。）添人は、 一人につき一人までとす 添人は 一人につき一人までとする当該障がい者 当該障害者

る ） 使用料の全部の額 使用料の全部の額。

五 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭 五 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭

和二十五年法律第百二十三号）による精神障害者 和二十五年法律第百二十三号）による精神障害者

知事が交付 療育手帳の保健福祉手帳の交付を受けている者、 保健福祉手帳の交付を受けている者、

及びこれらの付添人する療育手帳（他の地方公共団体の長が交付する 交付を受けている知的障害者

ものを含む ）の交付を受けている者 当該障害者。 及びこれら が観覧するとき（免除する付添人は、

の付添人が観覧するとき（免除する付添人は、 一人につき一人までとする ） 使用料の全部の当 。

一人につき一人までとする ） 使用 額該障がい者 。

料の全部の額

六～八 （略） 六～八 （略）

２ （略） ２ （略）
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青森県教育支援委員会の設置等に関する規則 新旧対照表

下線部は改正部分

改 正 後 改 正 前

（設置） （設置）

第一条 のある児童生徒等への教育支援の充実 第一条 のある児童生徒等への教育支援の充実を障がい 障害

を図るため、青森県教育支援委員会（以下「教育支 図るため、青森県教育支援委員会（以下「教育支援

援委員会」という ）を置く。 委員会」という ）を置く。。 。

－9－



青森県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例施行規則 新旧対照表

下線部は改正部分

改 正 後 改 正 前

（返還債務の免除申請） （返還債務の免除申請）

第九条 （略） 第九条 （略）

２ 被貸与者は、条例第九条第二号の規定により返還 ２ 被貸与者は、条例第九条第二号の規定により返還

債務の全部又は一部の免除を受けようとするとき 債務の全部又は一部の免除を受けようとするとき

は、返還債務免除申請書に、 その他やむ は、返還債務免除申請書に、 その他やむを心身障がい 心身障害

を得ない事由のあることを証する書類を添えて教育 得ない事由のあることを証する書類を添えて教育長

長に提出しなければならない。 に提出しなければならない。

３ （略） ３ （略）
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青森県営スケート場規則 新旧対照表

下線部は改正部分

改 正 後 改 正 前

（使用料の免除） （使用料の免除）

第四条 （略） 第四条 （略）

一・二 （略） 一・二 （略）

三 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭 三 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭

和二十五年法律第百二十三号）による精神障害者 和二十五年法律第百二十三号）による精神障害者

知事が交付 療育手帳の保健福祉手帳の交付を受けている者、 保健福祉手帳の交付を受けている者、

及びこれらの付添人する療育手帳（他の地方公共団体の長が交付する 交付を受けている知的障害者

及びこれら が使用する場合 使用料の全部の額ものを含む ）の交付を受けている者。

の付添人が使用する場合 使用料の全部の額

四 （略） 四 （略）
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青森県武道館規則 新旧対照表

下線部は改正部分

改 正 後 改 正 前

（使用料の免除） （使用料の免除）

第五条 （略） 第五条 （略）

一・二 （略） 一・二 （略）

三 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭 三 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭

和二十五年法律第百二十三号）による精神障害者 和二十五年法律第百二十三号）による精神障害者

知事が交付 療育手帳の保健福祉手帳の交付を受けている者、 保健福祉手帳の交付を受けている者、

及びこれらの付添人する療育手帳（他の地方公共団体の長が交付する 交付を受けている知的障害者

及びこれら が使用する場合 使用料の全部の額ものを含む ）の交付を受けている者。

の付添人が使用する場合 使用料の全部の額

四 （略） 四 （略）
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議案第５号

青森県立学校学則の一部を改正する規則案について

１ 提案理由

青森県立青森工業高等学校等の定時制の課程の閉課程並びに青森県

立青森南高等学校等の学科の設置及び廃止に伴う所要の整備を行うた

め提案するものである。

２ 概要

（１）県立高等学校の閉課程

青森県立青森工業高等学校、青森県立弘前工業高等学校及び青

森県立八戸工業高等学校の定時制の課程を閉課程することに伴う

所要の整備を行うものである。

（２）県立高等学校の学科の設置及び廃止

青森県立青森南高等学校の外国語科を募集停止し、グローバル

探究科に改編するとともに、青森県立柏木農業高等学校の生活科

学科を募集停止することに伴う所要の整備を行うものである。

３ 改正案及び新旧対照表

別紙のとおり

４ 施行期日

令和６年４月１日から施行する。

５ その他

青森県立青森南高等学校の外国語科及び青森県立柏木農業高等

学校の生活科学科は、改正後の規定にかかわらず、この規則の施行

の日の前日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日ま

での間、存続するものとする。
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青森県立学校学則の一部を改正する規則案

青森県立学校学則の一部を改正する規則を次のように定める。

青森県立学校学則の一部を改正する規則

青森県立学校学則（昭和三十九年四月青森県教育委員会規則第五号）の一部を次の

ように改正する。

別表第一青森県立青森南高等学校の項中「外国語科」を「グローバル探究科」に改

「
食品科学科 「

め、同表青森県立柏木農業高等学校の項中 を 食品科学科
生活科学科 」

」

「
機械科

電気科

電子科
に改め、同表青森県立青森工業高等学校の項中 全日制の課程 三年 を

情報技術科

建築科

都市環境科

定時制の課程 工業技術科 三年以上
」

「
機械科

電気科

電子科
全日制の課程 三年 に改め、同表青森県立弘前工業高等学校の項中

情報技術科

建築科

都市環境科
」

「
機械科 「

機械科
電気科

電気科
電子科

全日制の課程 三年 電子科
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情報技術科 を 全日制の課程 三年
情報技術科

土木科
土木科

建築科
建築科

定時制の課程 工業技術科 三年以上 」
」

「
機械科

電気科

電子科
に改め、同表青森県立八戸工業高等学校の項中 全日制の課程 三年

土木科

建築科

材料技術科

定時制の課程 工業技術科 三年以上
」

「
機械科

電気科

電子科
を 全日制の課程 三年 に改める。

土木科

建築科

材料技術科
」

附 則

１ この規則は、令和六年四月一日から施行する。

２ 青森県立青森南高等学校の外国語科及び青森県立柏木農業高等学校の生活科学科

は、改正後の青森県立学校学則別表第一の規定にかかわらず、この規則の施行の日

の前日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続する

ものとする。
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別表第一 別表第一

名　　称 位　置 課　程 学　科 修業年限 名　　称 位　置 課　程 学　科 修業年限

普通科 普通科

グローバル探究科 外国語科

生物生産科 生物生産科

環境工学科 環境工学科

食品科学科 食品科学科

（削除） 生活科学科

（略）

機械科 機械科

電気科 電気科

電子科 電子科

情報技術科 情報技術科

建築科 建築科

都市環境科 都市環境科

定時制の
課程

工業技術科 三年以上

機械科 機械科

電気科 電気科

電子科 電子科

情報技術科 情報技術科

土木科 土木科

建築科 建築科

定時制の
課程

工業技術科 三年以上

機械科 機械科

電気科 電気科

電子科 電子科

土木科 土木科

建築科 建築科

材料技術科 材料技術科

定時制の
課程

工業技術科 三年以上

青森県立学校学則　新旧対照表
下線部は改正部分 

改正後 改正前

（略） （略）

（略） （略）

（略）

（削除）

（略） （略）

（削除）

（略） （略）

（削除）

（略） （略）

青森県立青森南高等学校
青森市西大野
二丁目

全日制の
課程

三年 青森県立青森南高等学校
青森市西大野
二丁目

全日制の
課程

三年

青森県立柏木農業高等学
校

平川市荒田上
駒田

全日制の
課程

三年
青森県立柏木農業高等学
校

平川市荒田上
駒田

全日制の
課程

三年

全日制の
課程

三年
全日制の
課程

三年

全日制の
課程

三年
全日制の
課程

三年

全日制の
課程

三年
全日制の
課程

三年

青森県立青森工業高等学
校

青森市大字馬
屋尻

青森県立青森工業高等学
校

青森市大字馬
屋尻

青森県立弘前工業高等学
校

弘前市大字馬
屋町

青森県立弘前工業高等学
校

弘前市大字馬
屋町

青森県立八戸工業高等学
校

八戸市江陽一
丁目

青森県立八戸工業高等学
校

八戸市江陽一
丁目
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議案第６号

青森県立学校学校医、学校歯科医及び学校薬剤師

に関する規則の一部を改正する規則案について

１ 提案理由

県立学校に配置している健康管理医を廃止するために提案するもの

である。

２ 概要

学校における労働安全衛生管理体制の整備を図るため、県立学校に

新たに労働安全衛生法に基づく「産業医」を学校医のほかに配置する

こととし、これに伴い、現行の「健康管理医」（学校医のうち、職員

の保健管理について総合的に指導・助言に当たる学校医）を廃止する

ため、所要の整備を行うものである。

３ 改正案及び新旧対照表

別紙のとおり

４ 施行期日

令和６年４月１日から施行する。
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青森県立学校学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則の一部を改正す

る規則案

青森県立学校学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則の一部を改正する規

則を次のように定める。

青森県立学校学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則の一部を改正す

る規則

青森県立学校学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則（昭和三十八年七月

青森県教育委員会規則第七号）の一部を改正する規則を次のように定める。

第二条第二項を削り、同条第三項中「第一項各号」を「前項各号」に改め、同項を

同条第二項とし、同条第四項中「第三条第二項」を「次条第二項」に改め、同項を同

条第三項とする。

第五条第一項中「あつては」を「あっては」に改め、同項ただし書を削る。

附 則

この規則は、令和六年四月一日から施行する。
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青森県立学校学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関する規則 新旧対照表

下線部は改正部分

改 正 後 改 正 前

（設置）

第二条 学校保健安全法（昭和三十三年四月

法律第五十六号）第二十三条第一項及び第

二項の規定に基づき、学校に次に掲げる数

の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置

く。

一 学校医 三人

二 学校歯科医 一人

三 学校薬剤師 一人

２ 前項各号に掲げる数のほか、保健管理に

関し特に必要があると認められる場合に

は、別に定める数の学校医を置く。

３ 本条及び次条第二項の規定の適用につい

ては、分校は一の学校とみなす。

（報酬）

第五条 校医及び薬剤師の報酬は年額とし、

その額は校医にあっては二十万九千円、薬

剤師にあっては十五万六千円とする。

２・３ ［略］

（設置）

第二条 学校保健安全法（昭和三十三年四月

法律第五十六号）第二十三条第一項及び第

二項の規定に基づき、学校に次に掲げる数

の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置

く。

一 学校医 三人

二 学校歯科医 一人

三 学校薬剤師 一人

２ 前項第一号の学校医のうち一人は、学校

の職員の健康管理について総合的に指導及

び助言に当たる学校医とし、健康管理医と

称する。

３ 第一項各号に掲げる数のほか、保健管理

に関し特に必要があると認められる場合に

は、別に定める数の学校医を置く。

４ 本条及び第三条第二項の規定の適用につ

いては、分校は一の学校とみなす。

（報酬）

第五条 校医及び薬剤師の報酬は年額とし、

その額は校医にあつては二十万九千円、薬

剤師にあつては十五万六千円とする。ただ

し、第二条第二項に規定する学校医にあつ

ては二十六万六千円とする。

２・３ ［略］
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議案第７号

青森県三内丸山遺跡センター規則の一部を

改正する規則案について

１ 提案理由

三内丸山遺跡センターを構成する施設の１つとして「青森の縄文遺

跡群情報発信拠点施設 （以下「情報発信施設」という ）を設置す」 。

ることに伴い、開所時間等について所要の整備を行うため提案するも

のである。

２ 概要

（１）開所時間

情報発信施設の開所時間は所長が別に定めるとする旨の規定を加

える 【第６条関係】。

（２）休所日

情報発信施設の休所日に関する規定を加える 【第７条関係】。

（３）その他

「障害」表記を「障がい」表記に改める等、所要の整備を行う。

【第３条・第１０条関係】

３ 改正案及び新旧対照表

別紙のとおり

４ 施行期日

。 、 、令和６年４月２６日から施行する ただし 第１０条の改正規定は

令和６年４月１日から施行する。
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青森県三内丸山遺跡センター規則の一部を改正する規則案

青森県三内丸山遺跡センター規則の一部を改正する規則を次のように定める。

青森県三内丸山遺跡センター規則の一部を改正する規則

青森県三内丸山遺跡センター規則（平成三十年十月青森県教育委員会規則第八号）

の一部を次のように改正する。

第三条第三項第一号中「関すること。（遺跡及び県外に所在する資産に関すること

を除く。）」を「関すること（遺跡及び県外に所在する資産に関することを除

く。）。」に改める。

第六条第一項中「センター」の下に「（青森市柳川一丁目に所在する施設（以下

「情報発信施設」という。）を除く。次条において同じ。）」を加え、同条第二項中

「、前項の規定にかかわらず」を削り、「ときは」の下に「、前項の」を加え、同条

に次の一項を加える。

３ 情報発信施設の開所時間は、所長が別に定める。

第七条第一項ただし書を削り、同条第二項を次のように改める。

２ 情報発信施設の休所日は、次のとおりとする。

一 年末年始 十二月三十日、十二月三十一日及び一月一日

二 所内整理日 年間十日以内

第七条に次の一項を加える。

３ 所長は、必要と認めたときは、前二項の休所日に開所し、又は同項の休所日以外

の日に休所することができる。

第十条第一項第四号中「当該障害者」を「当該障がい者」に改め、同項第五号中

「療育手帳の交付を受けている知的障害者」を「知事が交付する療育手帳（他の地方

公共団体の長が交付するものを含む。）の交付を受けている者」に、「当該障害者」

を「当該障がい者」に改める。
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附則第二項中「第六条第二項、第七条」を「第六条、第七条第三項」に改める。

附 則

この規則は、令和六年四月二十六日から施行する。ただし、第十条の改正規定は、

令和六年四月一日から施行する。
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○三内丸山遺跡センター規則 新旧対照表

下線部は改正部分

改 正 後 改 正 前
（所掌事務） （所掌事務）

第三条 （略） 第三条 （略）

一～十 （略） 一～十 （略）

２ （略） ２ （略）

一～六 （略） 一～六 （略）

３ （略） ３ （略）

一 北海道・北東北の縄文遺跡群（以下「縄文遺跡 一 北海道・北東北の縄文遺跡群（以下「縄文遺跡

群」という ）の保存及び管理に関する指導及び 群」という ）の保存及び管理に関する指導及び。 。

助言に関すること（遺跡及び県外に所在する資産 助言に関すること （遺跡及び県外に所在する資。

に関することを除く 。 産に関することを除く ）。） 。

二～四 （略） 二～四 （略）

（開所時間） （開所時間）

第六条 センター（青森市柳川一丁目に所在する施設 第六条 センターの開所時間は、次の各号に掲げる期

（以下「情報発信施設」という ）を除く。次条に 間の区分に応じ、当該各号に掲げる時間とする。。

おいて同じ ）の開所時間は、次の各号に掲げる期。

間の区分に応じ、当該各号に掲げる時間とする。

一・二 （略） 一・二 （略）

２ 所長は、必要と認めたときは、前項の開所時間を ２ 所長は、前項の規定にかかわらず、必要と認めた

変更することができる。 ときは開所時間を変更することができる。

３ 情報発信施設の開所時間は、所長が別に定める。 ３ （新設）

（休所日） （休所日）

第七条 センターの休所日は、次のとおりとする。 第七条 センターの休所日は、次のとおりとする。た

だし、所長は、特別の事情があるときは、臨時に休

所することができる。

一～三 （略） 一～三 （略）

２ 情報発信施設の休所日は、次のとおりとする。 ２ 所長は、前項の規定にかかわらず、必要と認めた

一 年末年始 十二月三十日、十二月三十一日及び ときは休所日に開所することができる。

一月一日

二 所内整理日 年間十日以内

３ 所長は、必要と認めたときは、前二項の休所日に ３ （新設）

開所し、又は同項の休所日以外の日に休所すること

ができる。

第十条 （略） 第十条 （略）

一～三 （略） 一～三 （略）

四 身体障害者福祉法（昭和二十四年法律第二百八 四 身体障害者福祉法（昭和二十四年法律第二百八

十三号）による身体障害者手帳の交付を受けてい 十三号）による身体障害者手帳の交付を受けてい
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る者及びその付添人が観覧するとき（免除する付 る者及びその付添人が観覧するとき（免除する付

、 。）添人は、当該障がい者一人につき一人までとす 添人は 当該障害者一人につき一人までとする

る ） 使用料の全部の額 使用料の全部の額。

五 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭 五 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭

和二十五年法律第百二十三号）による精神障害者 和二十五年法律第百二十三号）による精神障害者

保健福祉手帳の交付を受けている者、知事が交付 保健福祉手帳の交付を受けている者、療育手帳の

する療育手帳（他の地方公共団体の長が交付する 交付を受けている知的障害者及びこれらの付添人

ものを含む ）の交付を受けている者及びこれら が観覧するとき（免除する付添人は、当該障害者。

の付添人が観覧するとき（免除する付添人は、当 一人につき一人までとする ） 使用料の全部の。

該障がい者一人につき一人までとする ） 使用 額。

料の全部の額

六・七 （略） 六・七 （略）

２ （略） ２ （略）

一～三 （略） 一～三 （略）
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議案第８号

県重宝の指定及び追加指定について

青森県文化財保護条例（昭和５０年１２月青森県条例第４６号）第

４条第１項の規定により、次の表に掲げるものを県重宝に指定すると

ともに、県重宝に追加指定する。

１ 県重宝に指定するもの

２ 県重宝に追加指定するもの

種 別 名 称 員数 所在地 所有者

県重宝

（建造物）
旧石戸谷家住宅 １棟

弘前市大字川合字岡本

１６０－１
弘前市

県重宝

(建造物)
小田八幡宮八脚門 １棟 八戸市小田１丁目２－１

宗教法人

八幡宮

種 別 名 称 員数 所在地 所有者

県重宝

（考古資料）

鹿島沢古墳群出土

品（一括）
３６点

八戸市大字根城字東構

３５－１（八戸市博物館）
八戸市
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［その他］

職員の懲戒処分の状況について

令和６年３月（２月１日～３月２４日分）

青森県教育委員会

事案１ （処分後速やかに公表した事案）

①被 処 分 者 県立高等学校 教諭（３０歳 男性）

②事件の概要等 わいせつ行為

令和４年８月２４日、県内の公園、令和４年１１月２９日、県内のアパ

ート駐車場に停めた自家用車内において、１８歳未満と知りながら、女子

生徒にわいせつ行為等をしたもの。

③処 分 内 容 免職

④処分年月日 令和６年２月９日

事案２ （処分後速やかに公表した事案）

①被 処 分 者 公立中学校 教諭（５６歳 男性）

②事件の概要等 わいせつ行為

１０年以上前、県内の農地に停めた自家用車内において、１８歳未満と

知りながら、女子生徒にわいせつ行為等をしたもの。

③処 分 内 容 免職

④処分年月日 令和６年２月９日
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参 考 資 料

第９０２回定例会（令和６年３月）

●報告第１号

議案に対する意見について P１

●議案第１号

青森県学校教育情報化推進計画について P２

●議案第２号

学校部活動及び新たな地域クラブ活動の指針について P３～P15

●議案第３号

青森県文化財保護審議会委員の人事について P16～P17

●議案第８号

県重宝の指定及び追加指定について P18～P26



令和５年度一般会計補正予算（第６号）について（教育委員会所管分）

補 正 予 算 額 △２，６１１，２０９千円
現 計 予 算 額 １１９，８３９，１２２千円
補正後の予算額 １１７，２２７，９１３千円

◎要求の主なもの

○人件費分 △１，８５５，３９２千円

○人件費以外分 △７５５，８１７千円

教育行政費 △５，０８９千円
教職員人事費 △３５３千円
教育指導費 ４９３千円
小学校費 △５０８，５９３千円
中学校費 △７０５，５０１千円
高等学校総務費 △４１１，４０３千円
高等学校管理費 △３，４３０千円
特別支援学校費 △１９６，８６３千円
社会教育振興費 △６，０９１千円
文化財保護費 △１，１６４千円
三内丸山遺跡センター費 △１５，６４５千円
保健給食振興費 △１，７５３千円

○事務局等分 △３３，０３２千円
○学 校 分 △１，８２２，３６０千円

精査による給与費の増減調整

教育指導費 ３，０８１千円
○語学指導を行う外国青年招致関係事業費 ３，０８１千円

県公舎に入居する外国語指導助手に貸与する冷房機器を整備するのに
要する経費

総合学校教育センター費 １６，５００千円

○総合学校教育センター庁舎長寿命化推進事業費 １６，５００千円

総合学校教育センターの電話交換機を更新するのに要する経費

社会教育振興費 ５，９７３千円

○県立少年自然の家空気調和設備設置工事費 ５，９７３千円

梵珠・種差少年自然の家の事務室等に冷房設備を整備するのに要する

経費

教育委員会費ほか 19 目 △７８１，３７１千円
○事業費の精査 △７８１，３７１千円

参 考 資 料

報告第１号関係
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参 考 資 料

議案第１号関係

青森県学校教育情報化推進計画の概要について

１ 策定の趣旨

学校教育の情報化の推進に関する法律第９条の規定により、都道府県は、都道府県

の区域における学校教育の情報化の推進に関する施策に係る計画を策定するよう

努めなければならないこととなっております。このことから、国が令和４年１２月

２６日に策定した学校教育情報化推進計画を基に、本県における「学校教育情報化

推進計画」を策定するものです。

２ 策定の経過

（１）庁内検討会議について

①青森県学校教育情報化推進庁内検討会議を設置（令和５年２月６日）

②庁内検討会議を２回開催（令和５年２月１３日、令和５年１０月２７日）

③庁内検討会議ワーキンググループ会議を３回開催（令和５年３月１５日、令和５

年５月１１日、令和５年５月中旬～下旬（紙面開催））

（２）パブリック・コメントの実施について

①意見募集期間

令和６年１月２６日から令和６年２月２６日まで

②提出された意見

提出された意見はありませんでした。

３ 計画の内容

別添資料のとおり
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参 考 資 料 １
議案第２号関係

学校部活動及び新たな地域クラブ活動の指針について

１ 学校部活動及び新たな地域クラブ活動の指針策定の趣旨

令和４年１２月、スポーツ庁及び文化庁は、平成３０年に策定した「運動部活動の在り方に関す

る総合的なガイドライン」及び「文化部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」を統合した

上で全面的に改定するとともに、学校部活動の地域移行の受け皿となる地域クラブ活動（以下「新

たな地域クラブ活動」という。）の在り方等も含めた「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在

り方等に関する総合的なガイドライン」（以下「国のガイドライン」という。）を策定した。

また、本県の実情として、少子化の進展や教員の多忙化等の課題を踏まえ、児童生徒の豊かなス

ポーツ・文化芸術活動を実現するためには、学校と地域との連携・協同の下、持続的な活動環境を

整備することが重要である。

これらのことを踏まえ、現行の運動部活動の指針及び文化部活動の指針について、教職員の負

担を軽減する仕組みづくりなど、教職員の負担の軽減を考慮して見直すとともに、新たな地域ク

ラブ活動の実施に当たって留意すべき事項を盛り込んだ新たな指針を策定するものである。

２ 学校部活動及び新たな地域クラブ活動の指針策定の経過

指針策定のため、大学教授、スポーツドクター等の有識者、県ＰＴＡ連合会、県中学校体育連盟、

県中学校文化連盟、県高等学校体育連盟等の関係団体代表で構成する指針作成会議を開き、検討

を行った。

（１）学校部活動及び新たな地域クラブ活動の指針作成会議について

①令和５年６月に設置

②令和５年６月～１１月にかけて３回開催

（２）パブリック・コメントの実施について

令和６年１月１５日から２月１３日までの３０日間にわたり、県民の意見を募集した。

※結果については参考資料２のとおり

３ 学校部活動及び新たな地域クラブ活動の指針について

※資料のとおり
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１
　

意
見

募
集

期
間

　

２
　

提
出

者
（

団
体

）
数

【
総

件
数

】
　

　
 
 
５
名
、
１
団
体
【
２
７
件
】

３
　

区
分

別
件

数

1
3
件

4
件

3
件

1
件

0
件

2
件

4
件

４
　

反
映

状
況

（
あ

お
も

り
県

民
政

策
提

案
実

施
要

綱
）

（
１
）
文
章
修
正
等
・
・
・
本
文
の
修
正
、
記
述
の
追
加
等
意
見
を
反
映
さ
せ
る
も
の
。

6
件

（
２
）
記
述
済
み
・
・
・
・
既
に
記
述
済
み
で
あ
る
も
の
。

4
件

（
３
）
実
施
段
階
検
討
・
・
計
画
の
実
施
段
階
で
検
討
又
は
対
応
す
べ
き
も
の
。

0
件

（
４
）
反
映
困
難
・
・
・
・
反
映
が
困
難
な
も
の
。

6
件

（
５
）
そ
の
他
・
・
・
・
・
質
問
や
感
想
。
施
策
の
体
系
外
へ
の
意
見
。

1
1
件

学
校

部
活

動
及

び
新

た
な

地
域

ク
ラ

ブ
活

動
の

指
針

（
案

）
に

関
す

る
パ

ブ
リ

ッ
ク

・
コ

メ
ン

ト
の

結
果

に
つ

い
て

　
　

令
和

６
年

１
月

１
５
日

か
ら

２
月

１
３

日
ま

で

　
 
 
※
提
出
さ
れ
た
意
見
等
は
、
以
下
の
７
区
分
に
整
理
し
た
。

（
１
）
「
Ⅰ
　
学
校
部
活
動
」
に
つ
い
て

（
２
）
「
Ⅱ
　
新
た
な
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
」
に
つ
い
て

（
３
）
「
Ⅲ
　
大
会
等
の
在
り
方
の
見
直
し
」
に
つ
い
て

（
４
）
「
Ⅳ
　
今
後
に
向
け
て
」
に
つ
い
て

（
５
）
「
Ⅴ
　
ス
ポ
ー
ツ
傷
害
の
予
防
と
応
急
手
当
」
に
つ
い
て

（
６
）
「
Ⅵ
　
学
校
部
活
動
及
び
新
た
な
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
Ｑ
＆
Ａ
」
に
つ
い
て

（
７
）
そ
の
他

参
 考

 
資
 料

 
２

議
案
第
２
号
関
係
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区
分

番
号

提
出
さ
れ
た
意
見
の
概
要

反
映

状
況

意
見
に
対
す
る
県
教
育
委
員
会
の
考
え
方

1

　
青
森
県
教
育
改
革
有
識
者
会
議
提
言
書
に
あ
る
、
部
活
動
顧
問
の
実
質

上
の
強
制
の
解
消
を
盛
り
込
む
べ
き
。

（
同
様
の
意
見
が
１
件
）

文 章 修 正 等

2

　
青
森
県
教
育
改
革
有
識
者
会
議
提
言
書
に
あ
る
、
専
門
外
・
指
導
経
験

の
な
い
部
活
動
の
受
け
持
ち
の
解
消
を
盛
り
込
む
べ
き
。

文 章 修 正 等

3

　
「
校
長
は
、
部
活
動
顧
問
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
校
務
全
体
の
効
率

的
・
効
果
的
な
実
施
に
鑑
み
、
教
職
員
の
他
の
校
務
分
掌
や
本
人
の
抱
え

る
事
情
、
部
活
動
指
導
員
の
配
置
状
況
等
を
勘
案
し
た
上
で
行
う
な
ど
、

適
切
な
校
務
分
掌
と
な
る
よ
う
留
意
す
る
と
と
も
に
、
学
校
全
体
と
し
て

の
適
切
な
指
導
、
運
営
及
び
管
理
に
係
る
体
制
の
構
築
を
図
る
」
と
し
て

い
る
が
、
学
校
に
よ
っ
て
は
、
「
教
職
員
の
他
の
校
務
分
掌
や
本
人
の
抱

え
る
事
情
、
部
活
動
指
導
員
の
配
置
状
況
等
を
勘
案
し
た
上
で
行
わ
れ
て

い
な
い
」
「
適
切
な
校
務
分
掌
と
な
る
よ
う
留
意
さ
れ
て
い
な
い
」
場
合

が
あ
る
よ
う
で
あ
り
、
文
末
を
「
図
る
」
と
い
う
努
力
目
標
で
は
な
く
指

針
案
ｐ
３
（
２
）
キ
の
よ
う
に
「
構
築
す
る
」
と
断
定
し
た
言
い
切
り
に

し
た
ほ
う
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

文 章 修 正 等

　
御
意
見
を
踏
ま
え
修
正
し
ま
す
。

4

　
非
常
勤
の
講
師
に
も
部
活
の
顧
問
を
当
て
て
い
る
現
状
は
大
問
題
で
あ

る
。
指
針
に
記
載
が
無
い
と
、
非
常
勤
の
講
師
に
皺
寄
せ
が
い
き
、
違
法

な
時
間
外
勤
務
を
強
い
る
現
状
が
変
わ
ら
な
い
。
非
常
勤
講
師
に
部
活
動

へ
の
関
わ
り
は
一
切
禁
止
す
る
と
明
記
す
る
べ
き
。

記 述 済 み

　
指
針
案
に
は
、
校
長
は
、
部
活
動
顧
問
の
決
定
に
当
た
っ
て
、
教
職
員
の
他
の
校
務
分
掌
や

本
人
の
抱
え
る
事
情
、
部
活
動
指
導
員
の
配
置
状
況
等
を
勘
案
し
た
上
で
行
う
な
ど
、
適
切
な

校
務
分
掌
と
な
る
よ
う
留
意
す
る
（
Ｐ
２
（
２
）
イ
）
と
記
述
し
て
い
ま
す
。

　
指
針
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
教
育
委
員
会
に
周
知
す
る
と
と
も
に
、
学
校
管
理
職
や
部
活
動

顧
問
等
を
対
象
と
し
た
各
種
研
修
会
等
を
通
じ
て
浸
透
を
図
り
、
学
校
部
活
動
が
適
切
に
実
施

さ
れ
る
よ
う
取
り
組
ん
で
参
り
ま
す
。

5

　
「
必
要
に
応
じ
部
活
動
指
導
員
を
積
極
的
に
任
用
し
て
学
校
に
配
置
」

の
記
載
に
つ
い
て
、
文
科
省
が
進
め
る
部
活
動
の
社
会
体
育
化
の
実
施
に

あ
た
っ
て
は
、
教
員
で
は
な
く
部
活
動
指
導
員
を
配
置
す
る
こ
と
が
必
須

で
あ
る
た
め
「
必
要
に
応
じ
」
と
い
う
文
言
を
削
除
し
て
は
ど
う
か
。

反 映 困 難

　
部
活
動
指
導
員
は
、
学
校
の
部
活
動
に
お
い
て
技
術
的
な
指
導
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
地
域

移
行
の
受
け
皿
と
な
る
地
域
ク
ラ
ブ
の
指
導
者
と
は
異
な
る
も
の
で
す
。

　
な
お
、
県
教
育
委
員
会
で
は
、
部
活
動
指
導
員
の
配
置
拡
充
に
向
け
、
国
の
事
業
を
活
用
し

な
が
ら
支
援
し
て
参
り
ま
す
。

学
校
部
活
動
及
び
新
た
な
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
の
指
針
（
案
）
に
関
す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
に
お
け
る
意
見
等
に
対
す
る
県
教
育
委
員
会
の
考
え
方

Ⅰ 　 学 校 部 活 動

　
御
意
見
を
踏
ま
え
修
正
し
ま
す
。
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区
分

番
号

提
出
さ
れ
た
意
見
の
概
要

反
映

状
況

意
見
に
対
す
る
県
教
育
委
員
会
の
考
え
方

学
校
部
活
動
及
び
新
た
な
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
の
指
針
（
案
）
に
関
す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
に
お
け
る
意
見
等
に
対
す
る
県
教
育
委
員
会
の
考
え
方

6

　
部
活
動
指
導
員
に
対
し
て
も
、
練
習
が
過
熱
し
な
い
よ
う
、
指
導
や
研

修
等
を
実
施
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

記 述 済 み

　
指
針
案
に
は
、
部
活
動
指
導
員
の
研
修
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
記
述
し
て
い
ま
す
。

・
学
校
の
設
置
者
は
、
部
活
動
指
導
員
に
対
し
て
、
学
校
部
活
動
の
位
置
付
け
、
教
育
的
意

義
、
児
童
生
徒
の
発
達
の
段
階
に
応
じ
た
科
学
的
な
指
導
、
安
全
の
確
保
や
事
故
発
生
後
の
対

応
を
適
切
に
行
う
こ
と
、
体
罰
（
暴
力
）
や
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
（
児
童
生
徒
の
人
格
を
傷
つ
け
る

言
動
）
は
い
か
な
る
場
合
も
許
さ
れ
な
い
こ
と
、
服
務
（
校
長
の
監
督
を
受
け
る
こ
と
や
児
童

生
徒
、
保
護
者
等
の
信
頼
を
損
ね
る
よ
う
な
行
為
の
禁
止
等
）
を
遵
守
す
る
こ
と
等
に
関
し
、

任
用
前
及
び
任
用
後
の
定
期
に
お
い
て
研
修
を
行
う
。
（
Ｐ
３
ク
）

7

　
「
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
効
果
を
得
る
た
め
に
休
養
を
適
切
に
取
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
こ
と
」
、
「
休
養
等
を
適
切
に
取
り
つ
つ
、
短
時
間
で
効
果
が

得
ら
れ
る
指
導
を
行
う
」
と
い
っ
た
内
容
は
、
最
新
の
ス
ポ
ー
ツ
科
学
の

知
見
を
取
り
入
れ
、
こ
れ
ま
で
の
競
争
至
上
主
義
・
勝
利
至
上
主
義
的
な

価
値
観
か
ら
の
指
導
か
ら
脱
却
す
る
と
い
う
点
で
、
大
変
有
意
義
な
項
目

で
あ
る
と
考
え
る
。
発
達
に
応
じ
た
睡
眠
時
間
の
確
保
や
年
齢
に
応
じ
た

適
切
な
生
活
の
仕
方
を
身
に
付
け
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え

る
。

そ の 他

　
指
針
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
教
育
委
員
会
に
周
知
す
る
と
と
も
に
、
学
校
管
理
職
や
部
活
動

顧
問
、
部
活
動
指
導
員
等
を
対
象
と
し
た
各
種
研
修
会
等
を
通
じ
て
浸
透
を
図
り
、
適
切
な
指

導
が
な
さ
れ
る
よ
う
取
り
組
ん
で
参
り
ま
す
。

8

　
ス
ポ
ー
ツ
庁
の
指
針
は
中
学
校
を
対
象
と
し
て
お
り
、
小
学
校
に
つ
い

て
は
記
載
が
無
い
こ
と
か
ら
、
小
学
校
の
部
活
動
に
係
る
指
針
全
体
を
無

く
す
こ
と
。

反 映 困 難

　
本
県
の
小
学
校
の
学
校
部
活
動
は
社
会
体
育
へ
の
移
行
が
進
ん
で
い
ま
す
が
、
今
も
一
部
の

小
学
校
で
学
校
部
活
動
が
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
指
針
案
に
は
小
学
校
の
学
校
部

活
動
の
在
り
方
に
つ
い
て
も
記
述
し
て
い
る
も
の
で
す
。

9

　
小
学
校
で
も
主
要
な
大
会
等
の
時
期
を
「
ハ
イ
シ
ー
ズ
ン
」
（
２
週
間

以
内
）
と
し
て
活
動
で
き
る
よ
う
に
す
る
の
は
い
か
が
か
。

反 映 困 難

　
指
針
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
学
識
経
験
者
、
医
科
学
関
係
者
、
学
校
関
係
者
、
ス
ポ
ー
ツ
・

文
化
団
体
関
係
者
等
で
構
成
さ
れ
た
指
針
作
成
会
議
に
お
い
て
検
討
し
て
お
り
、
そ
の
結
果
、

小
学
校
に
は
「
ハ
イ
シ
ー
ズ
ン
」
に
つ
い
て
の
記
述
を
設
け
な
い
こ
と
と
し
た
も
の
で
す
。

Ⅰ 　 学 校 部 活 動
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区
分

番
号

提
出
さ
れ
た
意
見
の
概
要

反
映

状
況

意
見
に
対
す
る
県
教
育
委
員
会
の
考
え
方

学
校
部
活
動
及
び
新
た
な
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
の
指
針
（
案
）
に
関
す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
に
お
け
る
意
見
等
に
対
す
る
県
教
育
委
員
会
の
考
え
方

1
0

　
子
ど
も
達
へ
の
ス
ポ
ー
ツ
外
傷
・
障
害
へ
の
配
慮
に
欠
け
る
「
ハ
イ

シ
ー
ズ
ン
制
」
を
廃
止
す
る
こ
と
。

反 映 困 難

　
公
益
財
団
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
協
会
か
ら
示
さ
れ
て
い
る
「
ス
ポ
ー
ツ
医
・
科
学
の
観
点
か

ら
の
ジ
ュ
ニ
ア
期
に
お
け
る
ス
ポ
ー
ツ
活
動
時
間
に
関
す
る
研
究
に
つ
い
て
（
文
献
研
究
）
」

（
以
下
「
文
献
研
究
」
と
い
う
。
）
で
は
、
「
休
養
日
を
少
な
く
と
も
１
週
間
に
１
～
２
日
設

け
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
週
当
た
り
の
活
動
時
間
に
お
け
る
上
限
は
、
１
６
時
間
未
満
と
す
る
こ

と
が
望
ま
し
い
」
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　
指
針
案
で
示
し
て
い
る
「
ハ
イ
シ
ー
ズ
ン
」
で
は
、
休
養
日
を
原
則
週
１
日
以
上
確
保
す
る

と
と
も
に
、
活
動
時
間
は
週
１
６
時
間
未
満
と
な
る
よ
う
に
し
て
お
り
、
文
献
研
究
の
基
準
以

下
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
「
ハ
イ
シ
ー
ズ
ン
」
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
生
徒
の
健
康
を
考

慮
し
、
次
の
と
お
り
記
述
し
て
い
ま
す
。

・
部
活
動
顧
問
が
生
徒
一
人
一
人
の
状
況
を
把
握
し
、
年
齢
や
発
達
段
階
等
に
応
じ
て
、
負
荷

が
高
く
な
り
す
ぎ
な
い
よ
う
に
す
る
。
（
Ｐ
５
中
学
校
⑤
、
Ｐ
６
高
等
学
校
⑤
）

　
な
お
、
指
針
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
教
育
委
員
会
に
周
知
す
る
と
と
も
に
、
学
校
管
理
職
や

部
活
動
顧
問
等
を
対
象
と
し
た
各
種
研
修
会
等
を
通
じ
て
浸
透
を
図
り
、
適
切
な
指
導
が
な
さ

れ
る
よ
う
取
り
組
ん
で
参
り
ま
す
。

1
1

　
青
森
県
教
育
改
革
有
識
者
会
議
提
言
書
に
あ
る
、
中
学
校
部
活
動
の
原

則
全
員
入
部
の
考
え
方
の
見
直
し
を
盛
り
込
む
べ
き
で
あ
る
。

記 述 済 み

　
指
針
案
に
は
、
次
の
と
お
り
記
述
し
て
い
ま
す
。

・
学
校
部
活
動
は
生
徒
の
自
主
的
・
自
発
的
な
参
加
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
踏

ま
え
、
生
徒
の
意
思
に
反
し
て
強
制
的
に
加
入
さ
せ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
。
（
Ｐ
８
中

学
校
エ
）

1
2

　
練
習
の
共
同
実
施
は
、
教
員
や
部
活
動
指
導
員
の
指
導
に
お
け
る
負
担

を
軽
減
し
、
児
童
生
徒
に
と
っ
て
も
、
他
校
の
児
童
生
徒
と
共
に
練
習
す

る
こ
と
で
、
お
互
い
に
切
磋
琢
磨
す
る
良
い
機
会
と
な
る
と
考
え
る
。
学

校
の
設
置
者
と
校
長
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
下
、
確
実
に
実
施
さ
れ
た

い
。

そ の 他

　
指
針
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
教
育
委
員
会
に
周
知
す
る
と
と
も
に
、
学
校
管
理
職
や
部
活
動

顧
問
、
部
活
動
指
導
員
等
を
対
象
と
し
た
各
種
研
修
会
等
を
通
じ
て
浸
透
を
図
り
、
適
切
な
指

導
が
な
さ
れ
る
よ
う
取
り
組
ん
で
参
り
ま
す
。

Ⅰ 　 学 校 部 活 動
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区
分

番
号

提
出
さ
れ
た
意
見
の
概
要

反
映

状
況

意
見
に
対
す
る
県
教
育
委
員
会
の
考
え
方

学
校
部
活
動
及
び
新
た
な
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
の
指
針
（
案
）
に
関
す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
に
お
け
る
意
見
等
に
対
す
る
県
教
育
委
員
会
の
考
え
方

1
3

　
青
森
県
教
育
改
革
有
識
者
会
議
提
言
書
に
あ
る
、
部
活
動
の
地
域
移
行

の
推
進
に
つ
い
て
内
容
を
盛
り
込
む
べ
き
で
あ
る
。

反 映 困 難

　
県
教
育
委
員
会
で
は
、
令
和
５
年
４
月
に
「
公
立
中
学
校
に
お
け
る
休
日
の
部
活
動
の
地
域

移
行
推
進
計
画
」
（
以
下
「
推
進
計
画
」
と
い
う
。
）
を
策
定
し
、
地
域
移
行
に
向
け
た
取
組

を
推
進
し
て
い
ま
す
。

　
指
針
案
に
は
、
新
た
な
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
の
実
施
に
当
た
り
留
意
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
記

述
し
て
い
る
も
の
で
す
。

1
4

　
新
た
な
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
に
お
い
て
、
県
教
委
及
び
市
町
村
が
「
指
導

者
の
資
質
向
上
に
取
り
組
む
こ
と
」
、
ま
た
、
「
適
切
な
休
養
、
過
度
の

練
習
の
防
止
や
合
理
的
か
つ
効
率
的
・
効
果
的
な
練
習
の
積
極
的
な
導
入

を
行
う
」
と
い
っ
た
内
容
は
、
最
新
の
ス
ポ
ー
ツ
科
学
の
知
見
を
取
り
入

れ
、
こ
れ
ま
で
の
競
争
至
上
主
義
・
勝
利
至
上
主
義
的
な
価
値
観
か
ら
の

指
導
か
ら
脱
却
す
る
と
い
う
点
で
、
大
変
有
意
義
な
項
目
で
あ
る
と
考
え

る
。
発
達
に
応
じ
た
睡
眠
時
間
の
確
保
や
年
齢
に
応
じ
た
適
切
な
生
活
の

仕
方
を
身
に
付
け
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

そ の 他

1
5

　
「
地
域
ク
ラ
ブ
で
の
指
導
を
希
望
す
る
教
職
員
が
、
円
滑
に
営
利
企
業

へ
の
従
事
等
の
許
可
を
得
ら
れ
る
よ
う
、
規
程
や
運
用
の
改
善
に
努
め

る
」
と
い
っ
た
内
容
は
、
指
導
の
継
続
を
希
望
す
る
教
員
に
と
っ
て
、
有

意
義
な
規
定
で
あ
る
と
考
え
る
。

そ の 他

1
6

　
新
た
な
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
に
お
い
て
、
「
生
徒
の
心
身
の
成
長
に
配
慮

し
て
、
生
徒
が
健
康
な
生
活
を
送
れ
る
よ
う
、
学
校
部
活
動
に
準
じ
た
休

養
日
や
活
動
時
間
の
基
準
を
原
則
と
す
る
」
と
い
っ
た
内
容
は
、
最
新
の

ス
ポ
ー
ツ
科
学
の
知
見
を
取
り
入
れ
、
こ
れ
ま
で
の
競
争
至
上
主
義
・
勝

利
至
上
主
義
的
な
価
値
観
か
ら
の
指
導
か
ら
脱
却
す
る
と
い
う
点
で
、
大

変
有
意
義
な
項
目
で
あ
る
と
考
え
る
。
発
達
に
応
じ
た
睡
眠
時
間
の
確
保

や
年
齢
に
応
じ
た
適
切
な
生
活
の
仕
方
を
身
に
付
け
さ
せ
る
こ
と
が
重
要

で
あ
る
と
考
え
る
。

そ の 他

Ⅱ 　 新 た な 地 域 ク ラ ブ 活 動

　
指
針
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
教
育
委
員
会
や
各
種
ス
ポ
ー
ツ
・
文
化
芸
術
団
体
等
に
周
知
す

る
と
と
も
に
、
学
校
管
理
職
や
部
活
動
顧
問
、
部
活
動
指
導
員
等
を
対
象
と
し
た
各
種
研
修
会

等
を
通
じ
て
浸
透
を
図
り
、
適
切
な
指
導
が
な
さ
れ
る
よ
う
取
り
組
ん
で
参
り
ま
す
。
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区
分

番
号

提
出
さ
れ
た
意
見
の
概
要

反
映

状
況

意
見
に
対
す
る
県
教
育
委
員
会
の
考
え
方

学
校
部
活
動
及
び
新
た
な
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
の
指
針
（
案
）
に
関
す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
に
お
け
る
意
見
等
に
対
す
る
県
教
育
委
員
会
の
考
え
方

1
7

　
青
森
県
教
育
改
革
有
識
者
会
議
提
言
書
に
あ
る
、
休
日
の
大
会
引
率
の

解
消
を
盛
り
込
む
べ
き
で
あ
る
。

記 述 済 み

　
休
日
の
大
会
引
率
に
係
る
教
職
員
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
、
指
針
案
に
は
、
次
の
と
お
り

記
述
し
て
い
ま
す
。

・
学
校
の
設
置
者
は
必
要
に
応
じ
部
活
動
指
導
員
を
積
極
的
に
任
用
し
て
学
校
に
配
置
し
、
教

職
員
で
は
な
く
部
活
動
指
導
員
が
指
導
や
大
会
等
の
引
率
を
担
う
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
構
築

す
る
。
（
Ｐ
３
キ
）

・
学
校
の
設
置
者
が
部
活
動
指
導
員
に
よ
る
引
率
を
認
め
て
い
な
い
場
合
は
、
部
活
動
指
導
員

に
よ
る
引
率
が
可
能
と
な
る
よ
う
見
直
す
。
（
Ｐ
１
５
（
１
）
）

1
8

　
大
会
等
の
主
催
者
が
、
「
参
画
す
る
こ
と
に
同
意
す
る
部
活
動
顧
問
や

地
域
ク
ラ
ブ
活
動
の
指
導
者
に
対
し
て
、
大
会
等
の
主
催
者
の
ス
タ
ッ
フ

と
な
る
こ
と
を
委
嘱
」
す
る
、
と
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
「
部

活
動
顧
問
」
と
い
う
だ
け
で
大
会
運
営
に
参
加
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
な
く

な
る
た
め
、
昨
今
騒
が
れ
て
い
る
教
員
の
働
き
方
改
革
と
い
う
視
点
か
ら

有
意
義
な
項
目
で
あ
る
と
考
え
る
。
同
時
に
、
「
同
意
し
な
い
顧
問
」
に

対
し
て
（
半
）
強
制
的
に
招
集
が
か
か
ら
な
い
よ
う
、
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
で

指
導
や
配
慮
を
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

そ の 他

1
9

　
学
校
の
設
置
者
が
「
各
学
校
の
部
活
動
が
参
加
す
る
大
会
等
や
地
域
の

行
事
、
催
し
等
の
数
の
上
限
の
目
安
等
を
定
め
る
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る

こ
と
で
、
適
切
な
部
活
動
運
営
に
つ
な
が
っ
て
い
く
も
の
と
考
え
る
。
 

し
か
し
、
部
活
動
を
熱
心
に
や
り
た
い
顧
問
も
い
る
よ
う
で
、
大
会
参
加

に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
顧
問
の
権
限
や
意
見
の
方
が
大
き
い
場
合
も
あ

り
、
Ｐ
１
７
イ
に
記
載
の
あ
る
、
「
校
長
が
参
加
す
る
大
会
等
を
精
査
す

る
」
と
い
っ
た
内
容
は
、
実
施
可
能
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
ト
ッ
プ

ダ
ウ
ン
で
確
実
に
実
施
し
た
い
。

そ の 他

Ⅳ 　 今 後 に 向 け て

2
0

　
「
全
て
の
市
町
村
が
足
並
み
を
揃
え
て
取
り
組
ん
で
い
け
る
よ
う
「
青

森
県
公
立
中
学
校
に
お
け
る
休
日
の
部
活
動
の
地
域
移
行
推
進
計
画
」
を

策
定
し
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
「
す
べ
て
の
市
町
村
が
足
並
み
を
そ

ろ
え
て
」
取
り
組
ん
で
い
く
の
は
難
し
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
ぞ
れ
の

市
町
村
ご
と
に
実
情
や
課
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
た
め
、
「
準
備
が

整
っ
た
市
町
村
か
ら
順
次
」
と
い
う
表
現
に
し
て
は
ど
う
か
。

反 映 困 難

　
推
進
計
画
で
は
、
令
和
７
年
度
末
ま
で
に
は
、
部
活
動
ご
と
の
課
題
と
必
要
な
対
策
を
整
理

し
、
可
能
な
部
活
動
か
ら
地
域
移
行
を
開
始
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

Ⅲ 　 大 会 等 の 在 り 方 の 見 直 し

　
指
針
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
教
育
委
員
会
や
各
種
ス
ポ
ー
ツ
・
文
化
芸
術
団
体
等
に
も
周
知

し
、
浸
透
を
図
っ
て
参
り
ま
す
。
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区
分

番
号

提
出
さ
れ
た
意
見
の
概
要

反
映

状
況

意
見
に
対
す
る
県
教
育
委
員
会
の
考
え
方

学
校
部
活
動
及
び
新
た
な
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
の
指
針
（
案
）
に
関
す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
に
お
け
る
意
見
等
に
対
す
る
県
教
育
委
員
会
の
考
え
方

2
1

　
オ
フ
シ
ー
ズ
ン
に
つ
い
て
、
Ｑ
＆
Ａ
で
は
長
期
休
業
中
に
設
定
で
き
な

い
記
載
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
指
針
と
整
合
性
が
と
れ
て
い
な
い
の
で
は

な
い
か
。

文 章 修 正 等

　
御
意
見
を
踏
ま
え
修
正
し
ま
す
。

2
2

　
指
針
案
Ｑ
＆
Ａ
に
つ
い
て
、
大
会
等
で
食
事
の
場
面
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
に
つ
い
て
も
必
要
な
配
慮
等
が
記
載
さ
れ
て
い
れ

ば
い
い
と
思
い
ま
す
。

文 章 修 正 等

　
御
意
見
を
踏
ま
え
、
食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
な
ど
に
よ
る
ア
ナ
フ
ィ
ラ
キ
シ
ー
に
関
す
る
Ｑ
＆
Ａ

を
記
述
し
ま
す
。

2
3

　
「
教
職
員
の
長
時
間
勤
務
の
解
消
等
」
と
「
円
滑
な
部
活
動
の
実
施
」

は
両
立
し
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
教
職
員
の
長
時
間
勤
務
の
解
消
の
根

本
的
な
解
決
策
の
１
つ
は
、
部
活
動
の
早
急
な
社
会
体
育
化
で
あ
る
と
考

え
る
。

そ の 他

2
4

　
部
活
動
は
教
育
課
程
内
の
活
動
な
の
か
。
ま
た
、
教
員
の
勤
務
時
間
内

の
活
動
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
。
勤
務
時
間
外
に
行
わ
れ
る
も

の
で
あ
れ
ば
、
時
間
外
勤
務
の
命
令
を
発
令
し
て
、
時
間
外
手
当
も
支
給

さ
れ
る
も
の
だ
と
考
え
る
が
、
時
間
外
手
当
も
支
給
せ
ず
、
時
間
外
勤
務

の
命
令
も
行
っ
て
い
な
い
現
状
が
大
問
題
。
時
間
外
勤
務
を
強
い
る
の
で

あ
れ
ば
、
命
令
、
手
当
含
め
た
労
務
管
理
を
し
っ
か
り
と
徹
底
さ
せ
て
ほ

し
い
。
予
算
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
部
活
動
は
勤
務
時
間
内
に
限
る
か
、

も
し
く
は
、
全
面
廃
止
に
し
て
ほ
し
い
。

そ の 他

2
5

　
指
導
者
の
人
材
バ
ン
ク
に
つ
い
て
、
持
続
可
能
な
活
動
に
す
る
た
め
に

は
、
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
専
門
の
「
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
」
の
採
用
が
必
要

で
は
な
い
か
。

そ の 他

　
地
域
移
行
の
受
け
皿
に
つ
い
て
は
、
自
治
体
が
地
域
ク
ラ
ブ
を
設
立
す
る
こ
と
、
総
合
型
地

域
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
や
各
競
技
団
体
が
担
う
こ
と
な
ど
が
想
定
さ
れ
、
市
町
村
教
育
委
員
会
と

学
校
が
、
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

　
県
教
育
委
員
会
で
は
、
国
の
事
業
を
活
用
し
な
が
ら
各
市
町
村
の
取
組
を
支
援
し
て
参
り
ま

す
。

2
6

　
今
回
の
指
針
案
を
保
留
に
し
、
広
く
、
現
場
の
教
職
員
に
意
見
を
求
め

る
べ
き
で
あ
る
。

そ の 他

　
指
針
案
に
つ
い
て
は
、
教
職
員
も
含
め
、
県
民
の
皆
さ
ま
の
意
見
を
幅
広
く
聴
く
こ
と
が
で

き
る
よ
う
、
報
道
等
を
通
じ
て
意
見
募
集
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
た
ほ
か
、
青
森
県
庁
及
び
青

森
県
教
育
委
員
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
お
り
ま
す
。

Ⅵ 　 学 校 部 活 動 及 び 新 た

な 地 域 ク ラ ブ 活 動 Ｑ ＆ Ａ そ の 他

　
学
校
部
活
動
を
指
導
す
る
教
職
員
の
多
忙
化
等
の
様
々
な
課
題
を
解
消
し
つ
つ
、
児
童
生
徒

の
豊
か
な
ス
ポ
ー
ツ
・
文
化
芸
術
活
動
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
公
立
中
学
校
の
学
校
部
活
動

の
受
け
皿
と
な
る
地
域
ク
ラ
ブ
を
整
備
す
る
な
ど
持
続
可
能
な
活
動
環
境
等
を
構
築
す
る
こ
と

が
重
要
で
す
。
こ
の
た
め
、
県
教
育
委
員
会
で
は
、
令
和
５
年
４
月
に
策
定
し
た
推
進
計
画
に

基
づ
き
、
各
市
町
村
と
連
携
し
な
が
ら
部
活
動
の
地
域
移
行
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で

す
。

　
そ
の
上
で
、
学
校
部
活
動
を
指
導
す
る
教
職
員
の
負
担
軽
減
を
考
慮
し
、
指
針
案
に
は
、
次

の
と
お
り
記
述
し
て
い
ま
す
。

・
適
正
な
学
校
部
活
動
数
の
目
安
を
示
し
た
上
で
、
学
校
の
設
置
者
が
、
学
校
部
活
動
が
適
正

な
数
と
な
る
よ
う
指
導
・
助
言
を
行
う
。
（
Ｐ
２
（
２
）
ア
、
Ｐ
３
キ
）

・
部
活
動
顧
問
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
教
職
員
の
校
務
分
掌
や
本
人
の
抱
え
る
事
情
等
を
勘

案
し
、
適
切
な
校
務
分
掌
と
な
る
よ
う
留
意
す
る
。
（
Ｐ
２
（
２
）
イ
）

・
学
校
の
設
置
者
は
、
必
要
に
応
じ
部
活
動
指
導
員
を
積
極
的
に
任
用
し
て
学
校
に
配
置
し
、

教
職
員
で
は
な
く
部
活
動
指
導
員
が
指
導
や
大
会
等
の
引
率
を
担
う
こ
と
が
で
き
る
体
制
を
構

築
す
る
。
（
Ｐ
３
キ
）

　
な
お
、
指
針
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
教
育
委
員
会
に
周
知
す
る
と
と
も
に
、
学
校
管
理
職
や

部
活
動
顧
問
等
を
対
象
と
し
た
各
種
研
修
会
等
を
通
じ
て
浸
透
を
図
り
、
学
校
部
活
動
が
適
切

に
実
施
さ
れ
る
よ
う
取
り
組
ん
で
参
り
ま
す
。
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学
校
部
活
動
及
び
新
た
な
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
の
指
針
（
案
）
の
修
正
内
容
と
そ
の
理
由

番
号

修
正

箇
所

修
正
後

修
正
前

1 ・ 2

修
正
理
由

パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
で
の
御
意
見
を
踏
ま
え
修
正
。

P1 「
学

校
部

活
動

及

び
新

た
な

地
域

ク

ラ
ブ
活
動
の
指
針
」

策
定
の
趣
旨

○
本
指
針
は
、「

学
校
部
活
動
及
び
新
た
な
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
の
在
り
方
等
に
関
す
る

総
合
的
な
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
（
令
和
４
年
1
2月

ス
ポ
ー
ツ
庁
及
び
文
化
庁
）
（
以
下

「
国
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
と
い
う
。
）
及
び
本
県
の
実
情
を
踏
ま
え
、
現
行
の
運
動
部

活
動

の
指
針

及
び

文
化

部
活

動
の

指
針

に
つ

い
て

、
顧

問
の

実
質

上
の

強
制

、
専

門

外
・

指
導
経

験
の

な
い

部
活

動
の

受
け

持
ち

と
い

っ
た

教
職

員
の

負
担

を
軽

減
す

る

仕
組
み
づ
く
り
な
ど
、
教
職
員
の
負
担
の
軽
減
を
考
慮
し
て
見
直
す
と
と
も
に
、
新
た

な
地

域
ク
ラ

ブ
活

動
の

実
施

に
当

た
っ

て
最

低
限

留
意

す
べ

き
事

項
を

盛
り

込
ん

で

策
定
す
る
。

○
本
指
針
は
、
「
学
校
部
活
動
及
び
新
た
な
地
域
ク
ラ
ブ
活

動
の
在
り
方
等
に
関
す
る
総
合
的
な
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
（
令

和
４
年
12
月

ス
ポ
ー
ツ
庁
及
び
文
化
庁
）
（
以
下
「
国
の

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
と
い
う
。
）
及
び
本
県
の
実
情
を
踏
ま
え
、

現
行

の
運

動
部

活
動

の
指

針
及

び
文

化
部

活
動

の
指

針
を

見
直
す
と
と
も
に
、
新
た
な
地
域
ク
ラ
ブ
活
動
の
実
施
に
当

た
っ

て
最

低
限

留
意

す
べ

き
事

項
を

盛
り

込
ん

で
策

定
す

る
。

3

修
正
理
由

パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
で
の
御
意
見
を
踏
ま
え
修
正
。

P2 Ⅰ
学
校
部
活
動

１
（
２
）
イ

イ
校
長
は
、
部
活
動
顧
問
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
校
務
全
体
の
効
率
的
・
効
果
的
な

実
施
に
鑑
み
、
教
職
員
の
他
の
校
務
分
掌
や
本
人
の
抱
え
る
事
情
、
部
活
動
指
導
員
の

配
置

状
況
等

を
勘

案
し

た
上

で
行

う
な

ど
、

適
切

な
校

務
分

掌
と

な
る

よ
う

留
意

す

る
と
と
も
に
、
学
校
全
体
と
し
て
の
適
切
な
指
導
、
運
営
及
び
管
理
に
係
る
体
制
を
構

築
す
る
。

イ
校
長
は
、
部
活
動
顧
問
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
校
務
全

体
の
効
率
的
・
効
果
的
な
実
施
に
鑑
み
、
教
職
員
の
他
の
校

務
分
掌
や
本
人
の
抱
え
る
事
情
、
部
活
動
指
導
員
の
配
置
状

況
等
を
勘
案
し
た
上
で
行
う
な
ど
、
適
切
な
校
務
分
掌
と
な

る
よ
う
留
意
す
る
と
と
も
に
、
学
校
全
体
と
し
て
の
適
切
な

指
導
、
運
営
及
び
管
理
に
係
る
体
制
の
構
築
を
図
る
。

21

修
正
理
由

パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
で
の
御
意
見
を
踏
ま
え
修
正
。

P2
5

Ⅵ
学

校
部

活
動

及
び

新
た

な
地

域

ク
ラ

ブ
活

動
Ｑ

＆

Ａ Ｑ
1
1
・
Ａ
11

Ｑ
1
1

中
学
校
、
高
等
学
校
に
お
け
る
「
オ
フ
シ
ー
ズ
ン
」
と
は
何
で
す
か
。

Ａ
1
1

オ
フ
シ
ー
ズ
ン
と
は
、
長
期
休
業
中
な
ど
に
お
い
て
各
学
校
部
活
動
が
主
体

と
な
っ
て
定
め
た
一
定
期
間
の
休
養
日
の
こ
と
で
す
。

指
導
者
は
、
生
徒
の
心
身
の
状
態
を
整
え
る
た
め
に
オ
フ
シ
ー
ズ
ン
を
有
効

に
活
用
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

Ｑ
1
1

中
学
校
、
高
等
学
校
に
お
け
る
「
オ
フ
シ
ー
ズ
ン
」

と
は
何
で
す
か
。

Ａ
1
1

オ
フ
シ
ー
ズ
ン
と
は
、
各
学
校
部
活
動
が
主
体
と

な
っ
て
定
め
た
一
定
期
間
の
休
養
日
の
ほ
か
、
学
校

が
主
体
と
な
っ
て
定
め
た
定
期
テ
ス
ト
準
備
期
間
、

年
末
年
始
休
業
、
学
校
閉
庁
日
等
の
こ
と
で
す
。

指
導
者
は
、
生
徒
の
心
身
の
状
態
を
整
え
る
た
め

に
オ
フ
シ
ー
ズ
ン
を
有
効
に
活
用
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
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番
号

修
正

箇
所

修
正
後

修
正
前

22

修
正
理
由

パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
で
の
御
意
見
を
踏
ま
え
追
加
。

P3
2

Ⅵ
学

校
部

活
動

及
び

新
た

な
地

域

ク
ラ

ブ
活

動
Ｑ

＆

Ａ Ｑ
2
8
・
Ａ
28

Ｑ
2
8

食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
等
を
含
む
ア
ナ
フ
ィ
ラ
キ
シ
ー
と
は
、
ど
う
い
う
も
の
で
、

ど
の
よ
う
な
配
慮
が
必
要
で
す
か
。

Ａ
2
8

ア
ナ
フ
ィ
ラ
キ
シ
ー
と
は
、
ア
レ
ル
ギ
ー
反
応
に
よ
り
、
じ
ん
ま
し
ん
な
ど
の

皮
膚
症
状
、
腹
痛
や
嘔
吐
な
ど
の
消
化
器
症
状
、
呼
吸
困
難
な
ど
の
呼
吸
器
症
状

が
複
数
同
時
か
つ
急
激
に
出
現
し
た
状
態
で
す
。
そ
の
中
で
も
、
血
圧
が
低
下
し

て
意

識
の

低
下

や
脱
力

を
来

す
よ

う
な

場
合
を

、
特

に
ア

ナ
フ
ィ

ラ
キ

シ
ー

シ

ョ
ッ

ク
と

呼
び

、
直
ち

に
対

応
し

な
い

と
生
命

に
か

か
わ

る
重
篤

な
状

態
で

あ

る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

活
動

中
に

ア
ナ
フ

ィ
ラ

キ
シ

ー
が

起
き

る
可

能
性

も
あ

る
た

め
、

ア
ナ

フ
ィ

ラ
キ

シ
ー

に
関

す
る
基

礎
知

識
、

対
処

法
な
ど

に
習

熟
し

て
お
く

必
要

が
あ

り

ま
す
。

ア
ナ
フ
ィ
ラ
キ
シ
ー
の
分
類

①
食
物
ア
レ
ル
ギ
ー

一
般

的
に

は
特

定
の

食
物

を
摂

取
す
る

こ
と
に

よ
っ

て
、
皮

膚
・

呼
吸

器
・
消

化
器

あ
る

い
は

全
身
に

生
じ

る
ア

レ
ル

ギ
ー

反
応

の
こ

と
を

い
い

ま
す
。

②
食
物
依
存
性
運
動
誘
発
ア
ナ
フ
ィ
ラ
キ
シ
ー

特
定

の
食

物
を

食
べ

た
後

に
運

動
す
る

こ
と
に

よ
っ

て
ア
ナ

フ
ィ

ラ
キ

シ
ー
が
誘
発
さ
れ
る
も
の
で
す
。
発
症
は
非
常
に
ま
れ
で
は
あ
る
が
、
発
症

し
た
場
合
に
は
、
じ
ん
ま
し
ん
か
ら
は
じ
ま
り
、
呼
吸
困
難
や
シ
ョ
ッ
ク
症

状
の
よ
う
な
重
篤
な
症
状
に
至
る
こ
と
が
あ
り
注
意
が
必
要
で
す
。

③
運
動
誘
発
ア
ナ
フ
ィ
ラ
キ
シ
ー

特
定

も
し

く
は

不
特

定
の

運
動

を
行
う

こ
と
で

誘
発

さ
れ
る

ア
ナ

フ
ィ

ラ
キ
シ

ー
症

状
で

す
。

食
物
依

存
性

運
動

誘
発

ア
ナ

フ
ィ

ラ
キ

シ
ー

と
違

っ
て
食
事
と
の
関
連
は
あ
り
ま
せ
ん
。
発
症
は
非
常
に
ま
れ
で
す
。

④
昆
虫

蚊
や
ハ
チ
、
ゴ
キ
ブ
リ
、
ガ
、
チ
ョ
ウ
な
ど
が
ア
レ
ル
ギ
ー
の
原
因
と
な

り
ま
す

が
、

ア
ナ

フ
ィ

ラ
キ
シ

ー
の

原
因

と
な

り
や

す
い

の
は

ハ
チ

に
よ

（
記
述
な
し
）
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番
号

修
正

箇
所

修
正
後

修
正
前

22

る
も
の
で
す
。
人
を
刺
す
ス
ズ
メ
バ
チ
亜
科
と
ア
シ
ナ
ガ
バ
チ
亜
科
、
ミ
ツ

バ
チ
科
が
問
題
と
な
り
ま
す
。

⑤
医
薬
品

抗
生

物
質

や
非

ス
テ

ロ
イ

ド
系

の
抗
炎

症
薬
、

抗
て

ん
か
ん

薬
な

ど
が

原
因
に
な
り
ま
す
。
発
症
の
頻
度
は
決
し
て
多
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

⑥
そ
の
他

用
具
に
使
わ
れ
て
い
る
ラ
テ
ッ
ク
ス
（
天
然
ゴ
ム
）

※
の
接
触
や
粉
末
の

吸
入
な
ど
そ
の
原
因
は
様
々
で
す
。

※
注
意
を
要
す
る
具
体
例
：
輪
ゴ
ム
、
ゴ
ム
手
袋
、
ゴ
ム
を
素
材
と
し

た
ボ
ー
ル
、
ゴ
ム
風
船
な
ど

緊
急
時
に
備
え
た
処
方
薬

①
内
服
薬
（
抗
ヒ
ス
タ
ミ
ン
薬
、
ス
テ
ロ
イ
ド
薬
）

内
服
し
て
か
ら
効
果
が
現
れ
る
ま
で
に

30
分
以
上
か
か
る
た
め
、
ア
ナ
フ
ィ

ラ
キ

シ
ー

な
ど

の
緊
急

を
要

す
る

重
篤

な
症
状

に
対

し
て

効
果
を

期
待

す
る

こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。
軽
い
皮
膚
症
状
な
ど
に
対
し
て
使
用
す
る
も
の
で
す
。

②
ア
ド
レ
ナ
リ
ン
自
己
注
射
薬
（
エ
ピ
ペ
ン

 ）

エ
ピ
ペ
ン

 は
ア
ナ
フ
ィ
ラ
キ
シ
ー
を
起
こ
す
危
険
性
が
高
く
、
万
一
の
場
合

に
直

ち
に

医
療

機
関
で

の
治

療
が

受
け

ら
れ
な

い
状

況
下

に
い
る

者
に

対
し

、

事
前
に
医
師
が
処
方
す
る
自
己
注
射
薬
で
す
。
ま
た
、
一
時
的
な
緊
急
補
助
治
療

薬
で

す
か

ら
、

使
用
し

た
後

は
速

や
か

に
医
療

機
関

を
受

診
し
な

け
れ

ば
な

り

ま
せ
ん
。

※
「
学
校
の

ア
レ
ル
ギ
ー
疾
患
に
対
す
る
取
り
組
み
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
か
ら
引

用

※
詳
細
は
ｐ
4
2
「
関
連
参
考
資
料
掲
載
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
」
参
照

P3
3

Ⅵ
学

校
部

活
動

及
び

新
た

な
地

域

ク
ラ

ブ
活

動
Ｑ

＆

Ａ Ｑ
2
9
・
Ａ
29

Ｑ
2
9

万
が
一
、
事
故
が
発
生
し
た
と
き
に
は
、
［
略
］

Ａ
2
9

万
が
一
、
事
故
が
発
生
し
た
場
合
は
、
［
略
］

Ｑ
2
8

万
が
一
、
事
故
が
発
生
し
た
と
き
に
は
、
［
略
］

Ａ
2
8

万
が
一
、
事
故
が
発
生
し
た
場
合
は
、
［
略
］
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番
号

修
正

箇
所

修
正
後

修
正
前

22

P4
2

○
リ
ン
ク
集

・
関

連
参

考
資

料

掲
載

ウ
ェ

ブ
サ

イ

ト

（
公
益
財
団
法
人
日
本
学
校
保
健
会
）

学
校
の
ア
レ
ル
ギ
ー
疾
患
に
対
す
る
取
り
組
み
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

ht
tp

s:/
/w

w
w

.g
ak

ko
ho

ke
n.

jp
/b

oo
k/

eb
oo

k/
eb

oo
k_

R0
10

06
0/

R0
10

06
0.

pd
f

（
記
述
な
し
）
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◆
少

子
化

の
進

展
等

の
課

題
を

踏
ま

え
、

児
童

生
徒

の
豊

か
な

ス
ポ

ー
ツ

・
文

化
芸

術
活

動
を

実
現

す
る

た
め

の
持

続
的

な
活

動
環

境
を

整
備

す
る

こ
と

が
重

要
。

こ
の

た
め

、
現

行
の

運
動

部
・

文
化

部
活

動
の

指
針

に
つ

い
て

、
教

職
員

の
負

担
の

軽
減

を
考

慮
し

て
見

直
す

と
と

も
に

、
新

た
な

地
域

ク
ラ

ブ
活

動
に

係
る

留
意

事
項

も
取

り
ま

と
め

た
新

た
な

指
針

を
策

定
す

る
。

策
定

の
趣

旨

学
校

部
活

動
及

び
新

た
な

地
域

ク
ラ

ブ
活

動
の

指
針

　
概

要
版

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

新
た

な
地

域
ク

ラ
ブ

活
動

と
は

公
立

中
学

校
の

学
校

部
活

動
の

受
け

皿
と

な
る

地
域

ク
ラ

ブ
活

動

学
校

部
活

動

適
切

な
運

営
の

た
め

の
体

制
整

備
・

活
動

方
針

、
年

間
の

活
動

計
画

、
毎

月
の

活
動

計
画

等
の

作
成

・
顧

問
の

決
定

に
当

た
り

、
適

切
な

校
務

分
掌

と
な

る
よ

う
留

意

・
円

滑
に

活
動

で
き

る
よ

う
適

正
な

数
※

の
学

校
部

活
動

を
設

置
　

※
　

複
数

の
顧

問
が

配
置

で
き

る
学

校
部

活
動

数

・
学

校
の

設
置

者
は

、
学

校
部

活
動

が
適

正
な

数
と

な
る

よ
う

指
導

・
助

言
す

る
ほ

か
、

部
活

動
　

指
導

員
を

積
極

的
に

配
置

し
、

部
活

動
指

導
員

が
指

導
等

を
担

う
体

制
を

構
築

・
県

教
育

委
員

会
は

、
部

活
動

指
導

員
等

の
確

保
の

た
め

の
人

材
バ

ン
ク

を
整

備
・

児
童

生
徒

の
多

様
な

ニ
ー

ズ
に

応
え

ら
れ

る
指

導
者

の
養

成
や

資
質

向
上

に
取

り
組

む

児
童

生
徒

の
ニ

ー
ズ

を
踏

ま
え

た
ス

ポ
ー

ツ
・

文
化

芸
術

環
境

の
整

備
・

生
涯

を
通

じ
て

ス
ポ

ー
ツ

・
文

化
芸

術
活

動
に

親
し

む
基

礎
を

培
う

・
ス

ポ
ー

ツ
・

文
化

芸
術

に
親

し
む

こ
と

を
重

視
し

、
参

加
し

や
す

く
な

る
工

夫
や

配
慮

・
児

童
生

徒
の

意
思

に
反

し
て

強
制

的
に

加
入

さ
せ

な
い

 適
切

な
休

養
日

等
の

設
定

 【
適

切
な

活
動

時
間

】

 ※
ハ

イ
シ

ー
ズ

ン
（

中
学

校
・

高
校

が
対

象
）

 ・
主

要
な

大
会

等
の

時
期

を
ハ

イ
シ

ー
ズ

ン
と

し
て

活
動

で
き

る
　

 た
だ

し
、

生
徒

及
び

顧
問

の
意

思
等

を
踏

ま
え

、
校

長
が

設
定

の
可

否
を

判
断

 ・
ハ

イ
シ

ー
ズ

ン
は

３
週

間
以

内
と

し
、

期
間

中
も

週
１

日
以

上
の

休
養

日
を

確
 　

保
し

年
間

で
1

0
4

日
（

平
均

し
て

週
２

日
）

程
度

の
休

養
日

を
確

保

P
2

～

・
年

間
の

活
動

計
画

、
毎

月
の

活
動

計
画

の
作

成
・

管
理

責
任

の
主

体
の

明
確

化
・

児
童

生
徒

の
心

身
の

健
康

管
理

、
事

故
防

止
の

徹
底

、
体

罰
や

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

の
根

絶
・

効
率

的
・

効
果

的
な

練
習

の
積

極
的

な
導

入
等

・
生

徒
の

志
向

や
体

力
等

の
状

況
に

適
し

た
活

動
の

機
会

の
確

保

大
会

等
の

在
り

方
の

見
直

し

P
1

～

・
大

会
参

加
資

格
を

、
新

た
な

地
域

ク
ラ

ブ
活

動
や

複
数

校
合

同
チ

ー
ム

も
参

加
で

き
る

よ
う

見
直

す

・
部

活
動

指
導

員
に

よ
る

引
率

が
可

能
と

な
る

よ
う

見
直

す
・

大
会

運
営

に
従

事
す

る
教

職
員

の
営

利
企

業
へ

の
従

事
等

の
許

可
な

ど
、

適
切

な
服

務
監

督
・

大
会

等
の

主
催

者
は

、
参

加
す

る
児

童
生

徒
の

健
康

と
安

全
を

守
る

よ
う

配
慮

ス
ポ

ー
ツ

傷
害

の
予

防
と

応
急

手
当

Ｑ
＆

Ａ

P
1

9
～

P
2

3
～

P
1

4
～

・
学

校
部

活
動

に
準

じ
た

休
養

日
や

活
動

時
間

の
設

定

・
生

徒
が

参
加

し
や

す
く

な
る

よ
う

、
地

域
の

公
共

施
設

や
学

校
施

設
を

活
用

・
保

護
者

負
担

の
軽

減
、

指
導

者
や

参
加

す
る

生
徒

の
保

険
加

入
・

活
動

方
針

や
活

動
状

況
等

の
情

報
共

有
を

含
む

学
校

と
の

連
携

 
平

日
 

週
休

日
 

小
学

校
 

２
時

間
程

度
 

２
時

間
程

度
 

中
学

校
・

高
校

 
２

時
間

程
度

 
３

時
間

程
度

 

 
平

日
 

週
休

日
 

週
合

計
 

小
学

校
・

中
学

校
・

高
校

 
１

日
以

上
 

１
日

以
上

 
２

日
以

上
 

運
動

部
と

文
化

部
の

指
針

の
内

容
の

統
合

・
見

直
し

地
域

ク
ラ

ブ
の

参
加

等
の

た
め

の
見

直
し

学
校

部
活

動
に

係
る

内
容

の
見

直
し

、
新

た
な

地
域

ク
ラ

ブ
活

動
に

関
す

る
Q

＆
A

の
追

加

合
理

的
か

つ
効

率
的

・
効

果
的

な
活

動
の

推
進

・
児

童
生

徒
の

心
身

の
健

康
管

理
、

事
故

防
止

の
徹

底
、

体
罰

や
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
の

根
絶

・
効

率
的

・
効

果
的

な
ト

レ
ー

ニ
ン

グ
の

積
極

的
な

導
入

等
 ※

オ
フ

シ
ー

ズ
ン

 ・
児

童
生

徒
の

十
分

な
休

養
と

多
様

な
活

動
が

行
え

る
よ

う
に

す
る

た
め

、
あ

る
　

 程
度

長
期

の
休

養
期

間
（

オ
フ

シ
－

ズ
ン

）
を

設
け

る

学
校

部
活

動
の

地
域

連
携

・
学

校
種

を
越

え
た

合
同

練
習

な
ど

、
多

様
な

交
流

の
機

会
を

確
保

・
地

域
の

ス
ポ

ー
ツ

・
文

化
団

体
等

と
の

連
携

に
よ

る
活

動
を

増
や

す

 【
適

切
な

休
養

日
】

新
た

な
地

域
ク

ラ
ブ

活
動

P
1

1
～

学
校

部
活

動
と

同
様

に
生

徒
の

心
身

の
成

長
に

配
慮

し
た

活
動

を
行

う
た

め
の

留
意

事
項

を
追

加

内
容

の
精

査

参
 
考
 
資
 
料
 
３

議
案
第
２
号

関
係
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氏
名

住
所

所
属

氏
名

住
所

所
属

1
お

か
だ

し
ゅ

ん
じ

岡
田

　
俊

治
弘

前
市

県
立

弘
前

工
業

高
等

学
校

臨
時

講
師

平
成

2
8

再
任

2
さ

い
と

う
　

　
ま

さ
と

斎
藤

　
政

人
南

部
町

ア
レ

ッ
ク

情
報

ビ
ジ

ネ
ス

学
院

建
築

科
非

常
勤

講
師

平
成

3
0

再
任

3
美

術
工

芸
品

（
工

芸
品

･
彫

刻
）

い
し

か
わ

よ
し

ろ
う

石
川

　
善

朗
弘

前
市

放
送

大
学

青
森

学
習

セ
ン

タ
ー

所
長

平
成

2
4

さ
さ

き

佐
々

木
　

あ
す

か
弘

前
市

弘
前

大
学

人
文

社
会

科
学

部
助

教
新

任

4
美

術
工

芸
品

（
絵

画
）

や
ま

だ
　

　
　

や
す

こ

山
田

　
泰

子
八

戸
市

八
戸

市
美

術
館

美
術

専
門

監
平

成
3
0

再
任

5
考

古
資

料
か

み
じ

ょ
う

　
の

ぶ
ひ

こ

上
條

　
信

彦
弘

前
市

弘
前

大
学

人
文

社
会

科
学

部
教

授
令

和
4

再
任

6
た

き
も

と
　

　
ひ

さ
ふ

み

瀧
本

　
壽

史
平

川
市

弘
前

大
学

教
育

推
進

機
構

キ
ャ

リ
ア

セ
ン

タ
ー

特
任

教
授

令
和

4
再

任

7
ふ

じ
た

と
し

お

藤
田

　
俊

雄
八

戸
市

元
八

戸
市

立
図

書
館

長
平

成
2
4

再
任

8
技

芸
し

も
だ

ゆ
う

じ

下
田

　
雄

次
弘

前
市

弘
前

大
学

非
常

勤
講

師
令

和
2

再
任

9
は

や
ま

し
げ

る

葉
山

　
茂

弘
前

市
弘

前
大

学
人

文
社

会
科

学
部

准
教

授
令

和
4

再
任

1
0

や
ま

だ
い

つ
こ

山
田

　
嚴

子
弘

前
市

弘
前

大
学

人
文

社
会

科
学

部
教

授
平

成
1
5

む
ら

な
か
　

た
け

ひ
ろ

村
中
　

健
大

十
和

田
市

青
森

県
民

俗
の

会
会

員
新

任

1
1

史
跡

お
か

だ
や

す
ひ

ろ

岡
田

　
康

博
弘

前
市

三
内

丸
山

遺
跡

セ
ン

タ
ー

所
長

令
和

4
再

任

1
2

名
勝

ひ
ょ

う
ど

う
　

か
つ

ゆ
き

兵
藤

　
勝

幸
藤

崎
町

藤
崎

造
園

代
表

平
成

3
0

再
任

1
3

動
物

お
か

だ

岡
田

　
あ

ゆ
み

十
和

田
市

北
里

大
学

獣
医

学
部

教
授

令
和

2
再

任

1
4

植
物

や
ま

ぎ
し

　
　

ひ
ろ

き

山
岸

　
洋

貴
弘

前
市

弘
前

大
学

農
学

生
命

科
学

部
准

教
授

平
成

3
0

再
任

1
5

学
校

教
育

お
が

た
こ

う
こ

小
形

　
浩

子
平

内
町

元
青

森
市

立
原

別
小

学
校

長
令

和
5

再
任

 
青

森
県

文
化

財
保

護
審

議
会

委
員

人
事
案

現
在

の
委

員
（

令
和

４
年

４
月

９
日

～
令

和
６

年
４

月
８

日
）

委
員
候

補
者

（
令

和
６

年
４

月
９

日
～

令
和

８
年

４
月

８
日

）

委
嘱

年
担

当
分

野
付

記

建
造

物

歴
史

資
料

民
俗

文
化

財
有

形
･
無

形

記
念

物

県
重

宝

参　考　資　料
議案第３号関係
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青森県文化財保護審議会 関係法令（抜粋）

文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）

（地方文化財保護審議会）

第１９０条 都道府県及び市町村（いずれも特定地方公共団体であるものを除く。）

の教育委員会に、条例の定めるところにより、文化財に関して優れた識見を有する

者により構成される地方文化財保護審議会を置くことができる。

２ （略）

３ 地方文化財保護審議会は、都道府県又は市町村の教育委員会の諮問に応じて、文

化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、並びにこれらの事項に

関して当該都道府県又は市町村の教育委員会に建議する。

４ 地方文化財保護審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。

青森県文化財保護審議会条例（昭和５０年１２月青森県条例第４４号）

（設置）

第１条 文化財保護法（昭和２５年５月法律第２１４号）第１９０条第１項の規定に

基づき、青森県教育委員会（以下「教育委員会」という。）に青森県文化財保護審

議会（以下「審議会」という。）を置く。

（組織）

第２条 審議会は、１５人以内の委員で組織する。

２ （略）

（委嘱又は任命）

第３条 委員及び臨時委員は、学識経験のある者、関係行政機関の職員及び県の職員

のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

（任期等）

第４条 委員の任期は、２年とする。だたし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間

とする。

２ （略）

参 考 資 料

議案第３号関係
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県重宝（建造物）の指定について

１ 文化財の種別 県重宝（建造物）

２ 名称 旧石戸谷家住宅
きゅういしどやけじゅうたく

３ 員数 １棟

４ 所有者 弘前市

５ 所在地 弘前市大字川合字岡本１６０－１

６ 建築年代 安政６（１８５９）年以前

７ 構造及び形式

（１）建築形式 木造平屋建・一部中２階付

（２）屋根形式 寄棟造・茅葺屋根、南・西・北面庇・銅板平葺

（３）構造形式 軸組構法・小屋組は扠首組とする。

（４）規 模 建築面積 ３５０．２１７㎡（１０６．１２坪）

桁 行 ３０．５６０ｍ（エン外柱含む）

梁 間 １１．４６０ｍ（南・北庇除く）

軒 高 ３．９０６ｍ

棟 高 １０．５１０ｍ

（５）意 匠 屋根は寄棟造茅葺で大棟に煙出を載せる。小屋組は扠首組で軒は

出桁造（せがい軒）である。

８ 由緒及び沿革

石戸谷家の遠祖は南部光信（津軽為信の遠祖）の居城のあった鰺ヶ沢・種里から移

住し、藤代一帯の開拓を進めていたと推察され、正保２（１６４５）年の津軽知行高

帳に萢中の村名が出ていることから、この頃までには萢中に定住していたと思われる。

時を経た天明４（１７８４）年の「永代相渡田地之事」に萢中村庄屋孫左衛門（初代

石戸谷家当主）の名前が確認できることから、この頃には萢中村の大家として地位を

確立していたと推察する。旧石戸谷家住宅の建築年代を推定できる資料としては安政

６（１８５９）年１月付けの「普請中請払帳」（改修記録・昭和４６（１９７１）年

の調査時に確認されている）や、当時の家主への聞き取り調査及び伝承などから考慮

すると、旧石戸谷家住宅は文政元（１８１８）年以降から安政６年以前に建築され、

その後、茅葺屋根の葺替と内・外装の改修工事をしたと推定できる。

参 考 資 料

議案第８号関係
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９ 現況

旧石戸谷家住宅は元々萢中村（元弘前市浜の町東２丁目）に建築された住居であっ

たが老朽化のため平成２１（２００９）年に解体保存を行い平成２７（２０１５）年

から現在地に移築工事が進められ平成３１（２０１９）年に工事が完了し、現在は史

跡津軽氏城跡堀越城のガイダンス施設として利用されている。昭和６０（１９８５）

年に弘前市有形文化財に指定されている。

10 指定事由

日本を代表する近世末期の大規模茅葺民家で、津軽地方の最上層民家の形態を示し、

後世の改造も少なく部材の残存度が高いため、県重宝として指定に値する。
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県重宝（建造物）の指定について

１ 文化財の種別 県重宝（建造物）

２ 名称 小田八幡宮八脚門
こ だ はちまんぐうやつあしもん

３ 員数 １棟

４ 所有者 宗教法人八幡宮

５ 所在地 八戸市小田１丁目２－１

６ 建築年代 嘉永７（１８５４）年

７ 構造及び形式

（１）建築形式 三間一戸 八脚門（単層） 木造

（２）屋根形式 銅板菱葺 入母屋屋根（当初は 葺又は柾葺）

（３）構造形式 軸組在来構法（和様）

（４）規 模 建築面積 ２０.５７㎡（６.２２坪）

桁 行 ６.１８０ｍ

梁 間 ３.３３０ｍ

軒 高 ３.８６０ｍ

棟 高 ６.８４０ｍ

（５）意 匠

寺院（天台宗「徳城寺」）の仁王門として再建された三間一戸の八脚門である｡両

脇前間は吹放ち、親柱筋の中央に板扉を吊り、両脇は竪羽目板腰壁の上に格子を嵌

め、その後間に隋身像を安置している。屋根は入母屋屋根、軒先から箱棟に照り（

反り）を施し、軒回りは二軒繁垂木、軒支輪（蛇腹支輪）、組物（出三斗）を廻し、

中備（蟇股・蓑束）や妻飾り（懸魚・降懸魚）の装飾など特徴的で、軸組は和様で

簡素な造りである。全体的に優美端厳の趣を見せ、当時の木割法の手法に基づいた

意匠が随所に残る。

８ 由緒及び沿革

天喜年中（１０５３～１０５８）に源頼義が当地を平定しその鎮守として社を建立

したと「八幡宮毘沙門天略縁起」に伝わる。その後、源義経が平泉から逃れて当地に

毘沙門天の像を納めたとの伝承があり、以降「小田毘沙門堂」と称され八脚門は嘉永

７ (１８５４) 年に再建される。明治維新の神仏分離令により、毘沙門天像胎内に納

められる八幡神像を取り出して祀り、社名を「八幡宮」と改称して村社となる。

門は、神仏分離令までは「仁王門」と呼ばれ、現在でも「小田の仁王門」や「表門」

と呼ばれている。

参 考 資 料

議案第８号関係
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９ 現況

再建当時の木割法に基づいた造作手法や意匠が随所に残る簡素な造りの八脚門であ

る。三陸はるか沖地震で親柱・側柱がずれるなどの被害があり修復工事を施すと同時

に柾葺である屋根を銅板菱葺に葺き替えた。東日本大震災時にも親柱・側柱のずれる

被害に再び遭うが若干の修復で納まる。側柱の下部や妻側の親柱及び横嵌板壁の下部

は風雨にさらされ防腐剤の塗布や板壁の張替などを施したものの、大きな修理や改造

らしい痕跡はない。

昭和４８年１月２４日に八戸市有形文化財に指定されている。

10 指定事由

建立から約１７０年が経過しているが、屋根の葺替が柾葺を銅板菱葺に改修した以

外は、増改築などによる建物根幹部の変更はなく現在に至っており、簡素な造りであ

りながら優美端厳の趣を見せ、当時の伝統的木割法の手法が随所に見られる貴重な八

脚門であり、県重宝として指定に値する。
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県重宝（考古資料）の追加指定について

１ 文化財の種別 県重宝（考古資料）

２ 名称 鹿島沢古墳群出土品（一括）
か しまざわこふんぐんしゅつどひん いっかつ

３ 員数 ３６点

４ 所有者 八戸市

５ 所在地 八戸市大字根城字東構３５－１（八戸市博物館）

６ 構造及び形式 土師器甕ほか（別紙のとおり）

７ 大きさ 別紙のとおり

８ 由緒及び沿革

鹿島沢古墳群は、馬淵川右岸に広がる標高７０～９０ｍの台地に立地する７世紀前

半の末期古墳群である。１０基ほどが現在確認されている。

昭和３３年３月に偶然発見され、同年８月に慶應義塾大学によって古墳２基が発掘

された。７号墳からは、底面に川原石が敷きつめられた南北２ｍ、東西１．０５ｍの

長方形の埋葬施設が検出された。施設内からは土師器や大刀などの鉄製品、ガラス小

玉などの装身具類が元位置を保った状態で出土した。

その後、昭和４３年に大久保地内でも宅地造成時に銅製の杏葉をはじめとする遺物

が検出された。以上の結果、末期古墳のなかでも初現期に位置し、かつ短期間に造営

されたと推定されている。

平成１４年、昭和４３年の出土品を主とする２７点が｢鹿島沢古墳群出土品(一括)｣

として県重宝に指定された。その後、慶應義塾大学から昭和３３年出土品が八戸市に

移管された。

追加指定対象は移管された慶應義塾大学発掘調査出土品を中心とする土師器甕ほか

以下のとおりである。

土師器甕 1点・土師器壷 1点・大刀 1点・刀 1点・刀子２点・鉄鏃１０点・

環状錫製品５点・ガラス小玉１２点・錫製小玉 1点・土師器坏１点・石製勾玉１点

合計 ３６点

９ 現況

八戸市博物館に収蔵されている。保存状態は良好である。

10 指定事由

平成１４年時の指定理由として、「この時代には八戸地方では開発が進み､このよう

なすばらしい副葬品を所持するほどの支配者(豪族)が既に出現していたと思われ、古

代における当該地方の状況を考察する資料として重要である。」と評価された。

本追加対象資料は、出土状況が明確なうえ、漆や木質が残るなど保存状態も良好で

あり、この評価をさらに高めるものである。特に、二円孔鍔をもつ大刀や錫製玉は北

東北では初例であり、支配者層の成立や地域間関係を知るうえでも重要であり、追加

指定に値する。

参 考 資 料

議案第８号関係
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県重宝
番号

遺構名 種類 特徴／計測値（cm・g）

1 7号墳 土師器甕 口:外-ナデ 内-ナデ→ミガキ 胴:外-ハケメ→ミガキ、下半-ケズリ→ミガキ 底:木葉痕／口径:16.1 器高:15.7 底径:7.5

2 7号墳 土師器壷
口:外-ナデ→ミガキ 内-ミガキ 胴:外-上半ミガキ、下半ケズリ 内→上ミガキ、中～下ケズリ→ナデ 底:無調整／口径:12.5 器
高:14.4 底径:7.0

3 7号墳 大刀
先端欠 柄及び鞘の木質残存 鉄製  鉄製二円孔鐔／全長:(61.7) 刃部:長-59.6 幅-2.6 厚-0.8 鞘:幅-(2.6) 茎:長-(1.03) 幅-
2.0 厚-0.7  :長-3.31 幅-1.58 厚-0.46 鐔:長-6.77 幅-5.6 厚-0.3 内:長-3.03 幅-1.95 孔径-0.33～0.46㎝ 0.27～0.4㎝

4 7号墳 刀
 ・木柄・目釘1個残存 刀身及び柄の一部に黒色被膜／全長:(30.4) 刃部:長-21.7 幅-2.4 厚-0.5 柄:長-7.2 幅-2.95 厚-2.2 
 :長-3.03 幅-1.52 厚-0.3

5 7号墳 刀子 柄木質遺存／全長:(10.9) 刃部:長-5.4 幅-1.6 厚-0.3 柄:長-5.5 幅-1.4 厚-1.27

6 7号墳 刀子 柄木質遺存／全長:(4.9) 刃部:長-2.35 幅-0.75 厚-0.18 柄:長-2.55 幅-1.6 厚-

7 7号墳 鉄鏃
片刃箭式 矢柄-口巻(黒漆塗か)・木質遺存／全長:(15.0) 幅:(1.1) 厚:0.5 鏃身長:(1.1) 鏃身幅:(1.1) 頸部長:10.3 茎
長:(3.4) 重:9.6

8 7号墳 鉄鏃 長三角形 矢柄-木質遺存／全長:14.4 幅:1.9 厚:0.4 鏃身長:4.1 鏃身幅:1.9 頸部長:6.7 茎長:4.3 重:10.0

9 7号墳 鉄鏃 棘関 矢柄-木質遺存／全長:(8.2) 幅:(1.0) 厚:0.2 頸部長:(2.9) 茎長:5.3 重:4.7

10 7号墳 鉄鏃 矢柄-木質遺存／全長:(6.7) 幅:(1.1) 厚:0.4 頸部長:(0.8) 茎長:5.9 重:5.0

11 7号墳 鉄鏃 全長:(6.8) 幅:0.8 厚:0.25 頸部長:(6.2) 茎長:(0.6) 重:1.6

12 7号墳 鉄鏃 長頸鏃頸部／全長:(6.0) 幅:(0.5) 厚:0.3 重:3.2

13 7号墳 鉄鏃 茎部 矢柄-口巻(黒漆塗か)・木質遺存／全長:(6.3) 幅:1.1 厚:1.1 重:7.9

14 7号墳 鉄鏃 茎部 木質遺存／全長:(5.8) 幅:(0.75) 厚:(0.7) 重:2.6

15 7号墳 鉄鏃 茎部 木質遺存／全長:(1.8) 幅:0.4 厚:0.3 重:0.5

16 7号墳 鉄鏃 茎部 木質遺存／全長:(1.9) 幅:(0.6) 厚:0.6 重:0.4

17 7号墳 環状錫製品 残欠／長:2.3 幅:(1.8) 径:0.5

18 7号墳 環状錫製品 完形　開きあり／長:3.25 幅:3.33 径:0.6

19 7号墳 環状錫製品 完形か　開きあり／長:2.5 幅:4.1 径:0.6

20 7号墳 環状錫製品 残欠／長:4.1 幅:(2.5) 径:0.6

21 7号墳 環状錫製品 完形　開きあり／長:4.65 幅:4.65 径:0.8

22 7号墳 ガラス小玉 青色／径:0.39 厚:0.29 孔径:0.12

23 7号墳 ガラス小玉 青色／径:0.39 厚:0.19 孔径:0.12

24 7号墳 ガラス小玉 青色／径:0.39 厚:0.2 孔径:0.14

25 7号墳 ガラス小玉 青色／径:0.36  厚:0.16 孔径:0.1

26 7号墳 ガラス小玉 青色 ＊孔内に赤色顔料／径:0.38 厚:0.19 孔径:0.1

27 7号墳 ガラス小玉 青色 ＊孔内に赤色顔料／径:0.39 厚:0.21 孔径:0.21

28 7号墳 ガラス小玉 青色／径:0.38 厚:0.2 孔径:0.13

29 7号墳 ガラス小玉 青色／径:0.4 厚:0.22 孔径:0.12

30 7号墳 ガラス小玉 青色／径:0.39 厚:0.21 孔径:0.11

31 7号墳 ガラス小玉 青色 ＊孔内に赤色顔料／径:0.36 厚:0.19 孔径:0.15

32 7号墳 ガラス小玉 青色／径:0.4 厚:0.21 孔径:0.15

33 7号墳 ガラス小玉 青色 ＊孔内に赤色顔料／径:0.39 厚:0.22 孔径:0.13

34 7号墳 錫製小玉 中実か 下半欠／径:(1.0) 厚:0.7 孔径:0.3

35 - 土師器坏 口：外-ナデ 体：外-ハケメ→ミガキ 内-ミガキ→黒色処理 底：外-ケズリ、一部ミガキ／口径：19.7 器高：5.5

36 - 石製勾玉 コハク製　孔部一部欠／長:(2.8) 幅:0.9 厚:0.73 孔径:(0.42) 重:0.9
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